
○東京都職員の退職管理の運営等に関する規則 
平成二八年二月二九日 

規則第七三号 
 
東京都職員の退職管理の運営等に関する規則を公布する。 

東京都職員の退職管理の運営等に関する規則 
 

(趣旨) 
第一条 この規則は、東京都職員の退職管理に関する条例(平成二十七年東京都条例第百二

十七号。以下「条例」という。)における東京都職員の退職管理に関し必要な事項を定め

るものとする。 
 
(用語) 
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 
 
(在職する執行機関の組織等の意思決定の権限を実質的に有しない職) 
第三条 在職する執行機関の組織等の意思決定の権限を実質的に有しない職と認められる

ものは、職員(警視庁の職員及び東京消防庁の職員(消防総監を除く。)を除く。以下同じ。)
のうち次に掲げるものが就いている職とする。 
一 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「職員給与条例」

という。)第五条第一項第一号に規定する行政職給料表(別表第一)の適用を受ける職員

であって、同号イに規定する行政職給料表(一)(以下単に「行政職給料表(一)」という。)
の職務の級が三級以下のもの又は同号ロに規定する行政職給料表(二)の職務の級にあ

るもの 
二 職員給与条例第五条第一項第五号に規定する医療職給料表(別表第五)の適用を受け

る職員であって、同号イに規定する医療職給料表(一)の職務の級が一級のもの、同号

ロに規定する医療職給料表(二)の職務の級が三級以下のもの又は同号ハに規定する医

療職給料表(三)の職務の級が三級以下のもの 
三 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員

給与条例」という。)第七条第一項第一号に規定する教育職給料表(別表第二)の適用を

受ける職員のうち職務の級が四級以下のもの 
四 学校職員給与条例第七条第一項第三号に規定する事務職員給料表の適用を受ける職

員のうち職務の級が三級以下のもの 
五 学校職員給与条例第七条第一項第四号に規定する技術職員給料表の適用を受ける職

員であって、同号イに規定する技術職員給料表(一)の職務の級が三級以下のもの、同

号ロに規定する技術職員給料表(二)の職務の級が一級のもの、同号ハに規定する技術



職員給料表(三)の職務の級が三級以下のもの又は同号ニに規定する技術職員給料表

(四)の職務の級が三級以下のもの 
六 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例

第十九号。以下「公営企業職員給与条例」という。)第十九条の規定により管理者が定

める給料表の適用を受ける職員であって、第一号又は第二号に規定する職務の級に相

当する職務の級にあるもの 
2 離職時に在職していた執行機関の組織等の意思決定の権限を実質的に有しない職と認

められるものは、前項各号に掲げる職員が就いていた職とする。 
(平二八規則九五・一部改正) 
 

(利害関係企業等への求職活動の承認の手続) 
第四条 職員は、利害関係企業等への求職活動の承認を得ようとするときは、別記第一号

様式による求職活動承認申請書を任命権者(条例第九条第二項各号に掲げる任命権者に

限る。以下同じ。)に提出するものとする。 
2 任命権者は、前項の規定による申請が、条例第三条第一項に規定する利害関係企業等に

対する求職活動に該当するかどうかを審査し、該当しない場合は、速やかに利害関係企

業等への求職活動の承認を決定し、その結果を当該職員に通知するものとする。 
3 任命権者は、第一項の規定による申請が利害関係企業等に対する求職活動に該当するお

それがあると認めたときは、条例第十条第三項の規定により、当該利害関係企業等への

求職活動の承認について委員会に諮問するものとする。 
4 任命権者は、前項の規定による諮問に対する答申を踏まえ、利害関係企業等への求職活

動の承認又はその不承認を決定したときは、その結果を当該職員に通知するものとする。 
(平二八規則九五・一部改正) 
 

(人材情報の登録) 
第五条 任命権者は、退職後に再就職する意向がある職員(地方公務員法(昭和二十五年法

律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受け

た者、実質的に行政上の権限を行使しない又は行使しなかった職員として人事委員会規

則に定めるもの及び第八条に規定する職員を除く。)の人材情報を人材バンクに登録する

ものとする。 
2 任命権者は、人材バンクに登録された職員又は職員であった者(以下「登録者」という。)
から条例第七条に規定する届出を受けたときは、当該登録者の人材情報を抹消するもの

とする。 
3 任命権者は、登録者が次条第一項に規定する求人情報に関する不適切な取扱いを行う等

人材情報の登録を継続することが適当でないと認められるとき、又は登録者から再就職

の意向を取り下げる旨の申出があったときは、当該登録者の人材情報を人材バンクから



抹消するものとする。 
(平二八規則九五・一部改正) 
 

(人材情報の提供手続) 
第六条 任命権者は、職員を採用する意向のある営利企業等(以下「求人企業等」という。)
から求人の申出があったときは、別記第二号様式による求人申込書兼誓約書の提出を受

け、人材バンクに当該求人情報を登録するものとする。 
2 任命権者は、求人情報の要件に合致する登録者に対して、当該求人に応募する意向があ

るかを確認し、その結果、当該求人に応募する意向がある登録者の人材情報を条例第六

条第二項の規定により当該求人企業等に提供しようとする場合は、条例第十条第三項の

規定により、あらかじめ委員会に諮問するものとする。 
3 任命権者は、前項の規定による諮問に対する答申を踏まえ、人材情報の提供を承認する

ことと決定したときは、同項の登録者の人材情報を同項の求人企業等に提供するものと

する。 
4 任命権者は、第一項の求人情報の要件に合致する登録者が存在しない場合又は第二項の

規定による意向の確認の結果、登録者から当該求人に応募する意向がない旨の回答があ

った場合は、当該求人に係る求人企業等に対し、人材情報の提供を行わない旨を速やか

に通知するものとする。 
5 任命権者は、第二項の規定による諮問の結果、委員会から人材情報の提供が不適当であ

るとの答申があった場合であって、当該答申を踏まえ、承認しないことと決定したとき

は、同項の規定による登録者及び当該求人に係る求人企業等に対し、人材情報の提供を

行わない旨を速やかに通知するものとする。 
6 任命権者は、前各項の規定により再就職した者が、法第六十条第四号から第七号まで又

は法第六十四条に規定する罰則の適用を受けたときは、当該罰則の適用を受けた時から

一年以内については、当該求人企業等からの別の求人情報がある場合はこれを抹消し、

当該求人企業等から新たに第一項の求人申込書兼誓約書が提出された場合はこれを登録

しないものとする。 
7 任命権者は、第四条の規定により再就職した者が、法第六十条第四号から第七号まで又

は法第六十四条に規定する罰則の適用を受けたときは、当該罰則の適用を受けた時から

一年以内については、当該営利企業等からの求人情報がある場合はこれを抹消し、当該

営利企業等から新たに第一項の求人申込書兼誓約書が提出された場合はこれを登録しな

いこととする。 
 
(適材推薦団体) 
第七条 条例第六条第一項に規定する適材推薦団体として任命権者が選定したものは、国、

国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項



に規定する行政執行法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二

項に規定する特定地方独立行政法人及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二

百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもののほか、

別表に掲げる団体とする。 
(平二八規則九五・追加) 
 

(公務の公正性の確保に支障が生じない者) 
第八条 任命権者への届出がなされないことにより公務の公正性の確保に支障が生じない

者と任命権者が認めるものは、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が

三級以下のもの及び第三条第一項第二号から第六号までに掲げる職員のうち、当該職員

が離職する予定の日において勤続期間(職員として採用された日から離職した日までの

期間(退職手当通算予定職員として退職手当通算法人の地位に就いていた期間及び退職

派遣者として特定法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平
成十二年法律第五十号)第十条第一項に規定する特定法人をいう。)の地位に就いていた

期間を含む。)をいう。以下同じ。)が二十年未満のもの又は離職した日において勤続期

間が二十年未満のもの(職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第二

条の規定により退職した者及び職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三十一年東

京都規則第百十六号)第五条第一項に規定する者を除く。)とする。 
(平二八規則九五・旧第七条繰下) 
 

(退職管理委員会の運営等) 
第九条 委員会は、知事が招集する。 
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 
4 委員長は、条例第十条第三項各号に掲げる事項を審議するに際し、やむを得ない事情に

より委員会を招集するいとまがないと認めるときは、委員会を臨時に代理し、その議事

を決することができる。 
5 委員長は、前項の規定により委員会を臨時に代理したときは、その旨及び代理した事項

を次の委員会において報告しなければならない。 
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 
(平二八規則九五・旧第八条繰下) 
 

附 則 
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第八条の規定は、公布の日



から施行する。 
 

附 則(平成二八年規則第九五号) 
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 
 

附 則(平成三一年規則第七五号) 
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(「株式会社

東京TYフィナンシャルグループ」を「株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ」に

改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。 
 

附 則(令和元年規則第二二号) 
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。 
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正

されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用

することができる。 
 

附 則(令和元年規則第四二号) 
この規則は、公布の日から施行する。 
 

附 則(令和二年規則第五五号) 
この規則は、令和二年四月一日から施行する。 
 

附 則(令和二年規則第一四二号) 
この規則は、令和二年十月一日から施行する。 
 

附 則(令和三年規則第一〇一号) 
この規則は、令和三年四月一日から施行する。 
 

附 則(令和四年規則第一五七号) 
この規則は、令和四年七月一日から施行し、この規則(別表中「 
一般財団法人地方債協会 
一般財団法人東京学校支援機構 

」を「一般財団法人地方債協会」に、「公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック

競技大会組織委員会」を「 
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 
公益財団法人東京学校支援機構 



」に改める改正規定に限る。)による改正後の東京都職員の退職管理の運営等に関する規則

の規定は、同年四月一日から適用する。 
 

附 則(令和五年規則第九三号) 
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員の退職管理の運

営等に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。 
 

附 則(令和五年規則第一一七号) 
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「一般財団法人救急振

興財団」を「 
一般財団法人GovTech東京 
一般財団法人救急振興財団 
」に改める部分に限る。)は、令和五年七月二十四日から施行する。 

2 この規則(別表中「 
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 
公益財団法人東京学校支援機構 
」を「公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」に、「公

益財団法人東京都環境公社」を「 
公益財団法人東京都環境公社 
公益財団法人東京都教育支援機構 
」に改める改正規定に限る。)による改正後の東京都職員の退職管理の運営等に関する規

則の規定は、令和五年七月一日から適用する。 
 

別表(第七条関係) 
(平二八規則九五・追加、平三一規則七五・令元規則四二・令二規則五五・令二規

則一四二・令三規則一〇一・令四規則一五七・令五規則九三・令五規則一一七・

一部改正) 
一般財団法人GovTech東京 
一般財団法人救急振興財団 
一般財団法人公園財団 
一般財団法人港湾空港総合技術センター 
一般財団法人国際臨海開発研究センター 
一般財団法人国土技術研究センター 
一般財団法人砂防・地すべり技術センター 
一般財団法人自治体衛星通信機構 
一般財団法人自治体国際化協会 



一般財団法人消防試験研究センター 
一般財団法人全国危険物安全協会 
一般財団法人地域活性化センター 
一般財団法人地域総合整備財団 
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会 
一般財団法人地方債協会 
一般財団法人東京港湾福利厚生協会 
一般財団法人東京都営交通協力会 
一般財団法人東京都人材支援事業団 
一般財団法人東京2025世界陸上財団 
一般財団法人東京マラソン財団 
一般財団法人道路管理センター 
一般財団法人日本建設情報総合センター 
一般財団法人日本消防設備安全センター 
一般財団法人みなと総合研究財団 
一般社団法人東京国際金融機構 
一般社団法人東京都港湾振興協会 
一般社団法人東京都トラック協会 
一般社団法人日本公園緑地協会 
危険物保安技術協会 
公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所 
公益財団法人全国市町村研修財団 
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 
公益財団法人東京観光財団 
公益財団法人東京しごと財団 
公益財団法人東京税務協会 
公益財団法人東京都医学総合研究所 
公益財団法人東京動物園協会 
公益財団法人東京都環境公社 
公益財団法人東京都教育支援機構 
公益財団法人東京都公園協会 
公益財団法人東京都交響楽団 
公益財団法人東京都私学財団 
公益財団法人東京都人権啓発センター 
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 
公益財団法人東京都体育協会 



公益財団法人東京都中小企業振興公社 
公益財団法人東京都つながり創生財団 
公益財団法人東京都島しょ振興公社 
公益財団法人東京都道路整備保全公社 
公益財団法人東京都都市づくり公社 
公益財団法人東京都農林水産振興財団 
公益財団法人東京都福祉保健財団 
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 
公益財団法人東京都歴史文化財団 
公益財団法人東京防災救急協会 
公益財団法人東京連合防火協会 
公益財団法人日本下水道新技術機構 
公益財団法人日本消防協会 
公益財団法人日本防炎協会 
公益財団法人リバーフロント研究所 
公益社団法人東京都医師会 
公益社団法人東京都教職員互助会 
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 
公益社団法人日本下水道協会 
公益社団法人日本水道協会 
公益財団法人東京都生活衛生営業指導センター 
社会福祉法人東京都社会福祉協議会 
社会福祉法人東京都社会福祉事業団 
地方公共団体金融機構 
地方税共同機構 
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 
地方独立行政法人東京都立病院機構 
東京信用保証協会 
東京都漁業協同組合連合会 
東京都公立大学法人 
東京都国民健康保険団体連合会 
東京都住宅供給公社 
東京都職業能力開発協会 
独立行政法人国際協力機構 
独立行政法人都市再生機構 



独立行政法人日本スポーツ振興センター 
日本下水道事業団 
日本司法支援センター 
日本消防検定協会 
株式会社建設資源広域利用センター 
株式会社多摩テレビ 
株式会社多摩ニュータウン開発センター 
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 
株式会社東京国際フォーラム 
株式会社東京スタジアム 
株式会社東京ビッグサイト 
株式会社東京臨海ホールディングス 
東京臨海熱供給株式会社 
株式会社東京テレポートセンター 
株式会社日本宝くじシステム 
株式会社パスモ 
株式会社ゆりかもめ 
株式会社セントラルプラザ 
株式会社はとバス 
株式会社東京交通会館 
首都圏新都市鉄道株式会社 
首都高速道路株式会社 
多摩都市モノレール株式会社 
東京下水道エネルギー株式会社 
東京交通サービス株式会社 
東京港埠頭株式会社 
東京水道株式会社 
東京都下水道サービス株式会社 
東京都市開発株式会社 
東京都地下鉄建設株式会社 
東京トラフィック開発株式会社 
東京熱供給株式会社 
東京臨海高速鉄道株式会社 
日本自動車ターミナル株式会社 
東京都競馬株式会社 
東京地下鉄株式会社 



東京食肉市場株式会社 
八丈島空港ターミナルビル株式会社 
水道マッピングシステム株式会社 
東京都市長会 
特別区長会 
東京都市区長会 
東京都町村会 
東京都市議会議長会 
特別区議会議長会 
東京都町村議会議長会 

 



別記 

第1号様式(第4条関係) 

求職活動承認申請書 

 

年  月  日   

 

 (任命権者) 殿 

 

 

 東京都職員の退職管理の運営等に関する規則第4条第1号の規定に基づき、次のとおり申請します。 

 

1 申請者 

  職員番号 職 (フリガナ) 

氏 名 

   

    

生年月日(年度末年齢) 退職年月日(退職予定年月日) 

年    月    日 (  歳) 年    月    日 

所属局部課 

(職名) 

  

職務内容 
  

2 承認を希望する企業、団体等の情報及び求人内容 

 (1) 企業等、団体等の情報 

  応募のきっかけ 

 ※いずれかにレ
を入れること。 

□ ハローワーク □ 新聞、雑誌等の刊行物 □ ホームページ等 

□ その他 (                            ) 

 

企業、団体等の名称   

代 表 者 役職名   氏名   

所 在 地   

事 業 内 容 
  

 (2) 求人内容 

  役職名等    

職務内容 
  

必要な資格等   

雇用予定期間 年 月 日 ～   年 月 日 (終期が明確でない場合は、始期のみ) 

勤務形態 

 ※いずれかにレ
を入れること。 

□ 常 勤 □ 非常勤 (週   時間 又は     時間／日) 

□ 変則勤務の該当 (内容                      ) 

勤務時間 

平 日： 午前   時  分～ 午後   時  分 

土曜日： 午前   時  分～ 午後   時  分 

その他： 午前   時  分～ 午後   時  分 

休日 

  

年収(見込) 千円 

備 考 

 ※その他必要事
項があれば記入
すること。 

  

  

(日本産業規格A列4番) 



第2号様式(第6条関係) 

求人申込書兼誓約書 

  提出年月日 年  月   日  

1 求人企業、団体等について 

  企業、団体等の名称    

代 表 者 役 職 名   氏 名   

所 在 地 (郵便番号   ―    ) 

事 業 内 容 
  

役員・従業員数 役 員 数   従業員数   

2 求人内容について 

  役 職 名 等   募 集 人 数 人    

職 務 内 容 
  

求める知識、経験等 ※退職時の役職 □局長級 □部長級 □課長級 □特に希望無し(いずれかにレ
を入れてください。) 

必要な資格等   

雇用予定期間 年 月 日 ～   年 月 日 (終期が明確でない場合は、始期のみ) 

勤 務 場 所 (郵便番号   ―   ) 

勤 務 形 態 

 ※いずれかにレ
を入れてくだ
さい。 

□ 常 勤 □ 非常勤 (週   時間 又は      時間／日) 

□ 変則勤務の該当  (内容                      ) 

勤 務 時 間 

平 日： 午前   時   分～  午後   時   分 

土曜日： 午前   時   分～  午後   時   分 

その他： 午前   時   分～  午後   時   分 

休日 

  

給 与 等 
※1年間を通した場
合の状況を記入して
ください。 

月 収 千円 年 収 千円 

賞 与 等 千円 その他手当等 
  

社 会 保 険 
(健康保険、厚生年金、雇用保険等の有無) 

備 考 

※その他必要事項が
あれば記入してく
ださい。 

  

3 連絡先等 

  役 職 名   担当者氏名    

電話番号／FAX ／ E-mail   

【採用に当たっての誓約について】 

 ※ 東京都では、退職者の再就職に当たり、採用していただく企業・団体等に対して、次に掲げる事項につ

いて同意をお願いしています。人材情報の提供は、同意をいただいた企業・団体等に対して行います。 

   ① 再就職した者の氏名、退職時の職名、退職日並びに再就職先の名称、役職名及び就任日が東京都

ホームページ等において公表されること。 

 ② 企業、団体等として、再就職した者を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2に規定する再

就職者による依頼等の規制に違反する行為に従事させないこと。 

  以上を遵守することを誓約の上、本申込書を提出します。 

記 入 日       年   月   日       

人事部門責任者役職名                      

氏 名                       

 

  
(日本産業規格A列4番) 


